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厚生労働省を名乗る者からの電話にご注意ください 
 

厚生労働省を名乗る者から、民間事業主に、「パワハラなどハラスメント防止の推

進企業の認定制度がある。来社して説明させてほしい」という電話が入る事案が発生

しています。 

厚生労働省は、現在、ハラスメント防止に関する認定制度を創設しておりません。

また、厚生労働省や都道府県労働局の職員がこのような電話をすることもありません。 

事業主の皆さまは、このような電話があっても対応をしないようお願いします。 
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